
耕地林務課 

 

【畑地かんがい係・農地整備係・調査計画係】 
 １ 県営土地改良事業負担金 １億８，６１７万円

 (１)　畑地帯総合整備事業（担い手育成型）負担金

 ①  第三曽於北部地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６０万円

 本地区は、高之峯ファームポンドの水を利用する地区で、２期に分割して実施します。 

令和 8 年度は、事業費４，000 万円（市負担金 860 万円）で、 

2 期地区内の給水栓設置工事Ａ＝３.０ha を整備予定です。

 ② 第四曽於北部地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，２２５万円

 本地区は、金丸ファームポンドの水を利用する地区で、 

令和８年度は事業費 1 億５，0００万円(市負担金３，２２５万円）で、 

給水栓設置工事Ａ＝１０.０ha を整備予定です。

 ③  第五曽於北部地区 　５，１６０万円

 本地区は、帯野ファームポンドの水を利用する地区で、 

令和８年度は事業費２億４，0００万円（市負担金５，１６０万円）で、 

区画整理Ａ＝６.０ha を整備予定です。

 (２)　県営シラス対策事業負担金

  大隅 竹山地区 　  １００万円

 （令和８年度） 

事業費　２，０００万円（市負担金１00万円）　事業内容　排水路　Ｌ＝６５m

  (３) 　県営農村振興総合整備事業負担金
  　末吉地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   ９４４万円
 （令和８年度） 

事 業 費　4，０００万円（市負担金 ９４４万円） 

事業内容　用水路整備　Ｌ＝１００ｍ　　　　　　防火水槽　一式 

  (４) 県営農地整備事業（畑地帯担い手支援型）負担金
  大隅南地区     　６４５万円

 （令和８年度） 

事業費　　３，０００万円（市負担金６４５万円） 

事業内容　給水栓　末端散水施設

  (５) 県営農山漁村地域整備交付金農地整備事業（通作・保全）負担金

  　曽於北部・財部地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２，５８０万円
 （令和８年度） 

 　事業費　　１億４,000 万円（市負担金２，５８０万円） 

 　事業内容　橋梁補修　一式　測量設計　一式　　　　　　 

  (６) 県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金

  第二大隅地区 ２，１００万円

 （令和８年度） 

 　事業費　　１億４，０００万円（市負担金２，１００万円） 

 　事業内容　区画整理Ａ＝４.３ha　測量設計一式

 
直通　0986-76-8810
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 【農地保全係】 

　　　　　　　 

 

  (８) 県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金　　　　　　　　　　　　　　

 大隅田地区 　　３００万円

 （令和８年度） 

 　事業費　　１，５００万円（市負担金３００万円） 

 　事業内容　水門ゲート補修　一式　
  笠木原地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００万円

 （令和８年度） 

 　事業費　　２，0００万円（市負担金４００万円） 

 　事業内容　配水槽仕切弁更新　一式

  (７) 県営農地中間管理機構関連農地整備事業負担金

  七村地区 １，７００万円

 （令和８年度） 

 　事業費　　1 億７，000 万円（市負担金１，７００万円） 

 　事業内容　区画整理１０．0ha　換地業務一式

  (９)　曽於東部県営畑地かんがい事業負担金

  　祝井谷他４地区 　３８３万円

 （令和 8 年度） 

 　事業費　　６，３００万円（市負担金３８３万円） 

 　事業内容　減圧弁修繕　一式　　ポンプ施設修繕　一式

  (10)　農村地域防災減災（ため池整備）

 寺園池 　　　　　　　　　　 　２２０万円

 　事業費　　２，０００万円（市負担金２２０万円） 

 　事業内容　測量設計　一式

  ２　 農道等維持補修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １億１，３０５万円

  (１)　農道等維持委託　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  ５，８６７万円　　　　　　　　    　

 ・農道伐採業務委託　　４，０２０万円（高所伐採作業等） 

 ・農道等維持補修業務　１，８４７万円（農道補修、排水路補修等）

  (２)　農道等維持補修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　３，０６４万円

 ・安全施設設置工事　３０３万円（カーブミラー、区画線設置等） 

・維持補修工事　２，７６１万円（農道補修、排水路補修等）

  (３)　農道等整備原材料支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　２，１５８万円

 市が管理する施設以外の農道、用水路、排水路の維持管理のため、生コンクリートやトラ

フ、砕石等の原材料を限度内で支給し、農業生産及び農村環境の整備を図ります。 

（主な支給基準） 

・農道幅員原則３ｍ以上であること。 

・受益戸数２戸以上、受益面積原則１ha 以上
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【農地整備係】 

 

【農地整備係】 

　　　　　　　 

【農地総務係】 

 
【農地総務係】 

　　　　　　　 

【農地整備係】 

 

 

 

 

 

 

  ３ 　かごしまの農業未来創造支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　 　１，６１６万円
  　道路・用排水路工事
 農業生産の向上と農業経営の安定を図るため、農道・かんがい排水整備を行う。 

 （令和８年度） 

事 業 費　１，６１６万円（補助率　県 40％） 

事 業 量　垂門地区　      水利権申請 

　　　　  松ヶ段平地区   測量設計等　一式 

　　　　

  ４ 市単独土地改良事業   　　２１０万円

  (１) 　市単独土地改良補助金    

 団体及び共同で行う小規模土地改良事業の施設の整備促進を図るための補助を行う。 

（補助率） 

かんがい排水・農道整備　７0％以内　農道舗装　７0％以内 

（令和８年度） 

事 業 費　２１０万円　

  ５ 大隅農村環境改善センター管理費  ９７万円

 農業経営及び農村生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等

を図り、農村の環境整備を組織的に推進します。

  ６ 公園管理費   ２９８万円

  いきいき親水公園管理事業

 いきいき親水公園は、財部温泉センターに隣接する市民の憩の場です。また、市民の散策や

交流の場となっています。施設の健全な運営、維持管理に努めます。

  7 土地改良施設維持管理適正化事業    　６６３万円

  土地改良施設改修工事

 本事業は、老朽化した土地改良施設を改修するため、鹿児島県土地改良事業団体連合会の適

正化事業に加入し、５年間必要経費を積み立て事業を実施する。 

（令和８年度） 

事業費　　６６３万円 

補助率　　国 30％　県 30％　地元 40％ 

事業量　　二瀬元地区　用水路　一式　
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【農地総務係】 

 

【畑地かんがい係】 

 

【農地整備係】 

 

【農地整備係】 

 

【農地整備係】 

 

  ８ 多面的機能支払交付金事業          ９，７４６万円
 （令和８年度） 

　総 事 業 費　９，７４６万円　　　　　参加組織数　２６組織 

末吉１３組織　　　大隅９組織（内 １広域組織）　　　財部 4 組織（内 １広域組織）

 ９ 　基幹水利施設管理事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　２，７２８万円

 谷川内ダムや中岳ダム本体、頭首工、導水路や管理棟などの基幹水利施設を管理するための

事業です。この事業には、国 1／3、県 30％ずつが補助されます。 

谷川内ダムは、曽於市が直接管理しますが中岳ダムは受益面積が大きい志布志市が管理して

その応分を志布志市へ負担します。

  10　農地耕作条件改善事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５８７万円

 農道工事

 農地の区画拡大や暗渠排水整備などの耕作条件を改善し、営農体型の確立や担い手の育成・

確保を図り、維持管理の軽減、農業生産性の向上と農業経営の安定を図る。 

（令和８年度） 

事業費　　２，５８１万円 

事業量　　松木段地区　測量設計等　一式

  11 電源立地地域対策交付金事業  　５０３万円

 農道改良工事

 本地区は、市内有数の平野地形で、農地と住宅地が混在した大地であるが、農地と農地を結

ぶ農道が未整備であり、農業の生産性を向上させるため早急に整備を行い、維持管理費の節減

及び農業生産性の向上を図る。 

（令和８年度） 

事業費　　５００万円　定額補助　４７０万円 

事業量　　八合原段１号線　農道改良工事　L＝４０m

  12　水利施設等保全高度化事業 ３，８５７万円

 用水路工事

 農業水利施設の老朽化による維持管理労力が増加しているため、保全対策を実施し生産効

率・安定性の向上を図る。 

（令和８年度） 

事業費　　３，８５０万円 

事業量　　笠木地区　　用水路　　L＝９６ｍ　 

　　　　　新田場地区　用水路　　L＝７０ｍ
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【農地整備係】 

 
【農地整備係】 

 
【林政係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13　農業水路等長寿命化・防災減災事業　　　　　　　　　　　　　　　　４，４５６万円

 用水路工事

 土地改良施設の計画的かつ効率的な長寿命化対策を図るとともに維持管理の効率化及び安全

性の確保を図る。 

（令和８年度） 

事業費　　４，４４５万円 

事業量　　飯野地区　測量設計等　一式　　　　転倒ゲート補修　一式 

　　　　　竹下地区　水利権申請　一式　　　　転倒ゲート補修　一式 

　　　　　天神領地区　用水路　一式

  １４　緊急自然災害防止対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，９２６万円

 排水路工事

 近年頻繁に発生する災害を予防、又は災害の拡大を防止し、公共施設の適正管理を図る。 

（令和８年度） 

事業費　　１，９２６万円 

事業量　　出水平地区　測量設計等　一式 

　　　　　　　　　　　排水路　Ｌ＝170ｍ

 １５　林道管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５50 万円

 森林整備を適切に実施するため、その基盤施設となる林

道の維持管理を図ることにより、地域林業の振興及び森林

の持つ公益的機能の高度発揮を目指します。 

【主な事業内容】 

崩土除去等業務委託料　２６０万円
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【林政係】 

 
【農地保全係】

 １６　森林環境譲与税事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　８，８７９万円

 曽於市における林業の成長産業化の実現や森林の有する

公益的機能の高度発揮を目指すため、森林環境譲与税事業

により、『適切な森林経営管理』に向けた課題解決のため

の各種施策を展開します。 

【主な事業内容】 

森林整備計画推進業務委託料　　　　　 　６５0 万円 

造林事業担い手対策促進事業補助金　　　 ７０５万円 

次世代の森林づくり対策事業補助金 　６，０１４万円 

（間伐、再造林、下刈） 

地域産材利用促進事業補助金　　　　　　   420 万円 

森のおくりもの事業　　　　　　　　　　　 ７８万円 

  １７ 現年発生農地・農業用施設災害復旧 　１，５２３万円

 （１）農地・農業用施設災害復旧事業
 災害復旧事業は、異常気象等によって被災を受けた農地・農業用施設（農地、農道、用排水

路、頭首工等）を原形に復旧することが目的です。なお、国の補助事業であるため、次のよう

な一定の条件があります。 

（主な採択条件） 

・被災当時の１時間雨量が２０ｍｍ及び２４時間雨量が８０ｍｍ以上であること。 

・現年発生災害であること。 

・受益戸数が農地１戸以上、農業用施設２戸以上であること。 

・農地については耕作放棄地でないこと 

・農業用施設については適切な維持管理が行われていること 

・復旧工事費が４０万円以上であること。

 （２）市単独農地災害復旧事業補助金

 本事業は、団体等が行う国の補助事業の対象とされない１０万円以上４０万円未満の農地災

害復旧事業について、農家負担の軽減と農業経営基盤の安定を図るため、予算の範囲内で補助

金を交付するものです。 

（交付基準）補助対象は、団体等が行う農地災害復旧事業に要する経費とし、工法は畦畔及び

埋没、流失の復旧です。畦畔については、柵工、土羽工とするものです。補助率は（畦畔復

旧、埋没・流失の復旧）事業費の８０％以内です。
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土木課・産業振興課 

 

 

 直通　本      庁  0986-76-8811 
大隅支所  099-482-5953 
財部支所  0986-72-0940

 １ 道路維持費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２億８，６５６万円

 市道において、舗装・側溝・路肩・法面等の維

持補修管理を適正に行い、交通安全と日常生活の

利便性の向上を図ります。また、市内各自治会の

皆様にご協力を頂きながら市道清掃を実施し、市

道の保全と地域の生活環境改善に努めます。 

【主な事業内容】 

(1) 維持補修作業 

(2) 市道清掃（報奨金） 

(3) 道路清掃業務委託（伐採等） 

(4) 維持工事（舗装補修・側溝改修等） 
末吉管内…諏訪小下線外９路線 
大隅管内…梶ケ野・わらび谷線外 13 路線 

財部管内…正部・十文字線外 9 路線 舗装補修予定箇所　 

  ２ 市単独事業 ３，１６６万円

 　市道舗装の経年劣化に伴う更新や、幅員が狭く

未改良市道の比較的短い区間で、市民の日常生活

に多大な支障をきたしている路線を、効果的な改

良拡幅や舗装の改修を行い、地域に密着した道路

整備を図ります。 
 
【主な事業内容】 
(1) 測量設計委託（4 路線） 
　　　末吉管内…谷野・蔵之町線 
　　　大隅管内…土成・鍋線 
　　　　　　　　上諏訪・花白線 
　　　財部管内…正ヶ峯・田平線 
 
　　　　　　　　 
　　　　　　　　 
(2) 改良・舗装工事（3 路線） 
　    末吉管内… 森田・緩毛原線　　　　　　　  　     

　　 大隅管内… 土成・鍋線 
財部館内… 正ヶ峯・田平線 

 

土成・鍋線

 

 

正ヶ峯・田平線

-58-



 

  ３ 辺地対策事業 １億１，６０１万円

 市内の辺地地域内の市道において、幅員狭小や

急カーブ等が多く、地域住民の日常生活に支障を

きたしている未改良路線を計画的に拡幅改良し、

利便性の向上を図ります。 
 
【主な事業内容】 
(１) 新設改良工事(４路線) 
      大隅管内…笠木・かんじん松線 
　　　　　　　神牟礼・沖上線 
　　財部管内…高塚線 
　　　　　　　北俣・馬立線

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神牟礼・沖上線 

  ４ 過疎対策事業 1 億９，９８８万円

 本市の住民生活に密着し、地域の産業に不可欠

な市道で、幅員狭小や急カーブ・交通実態に合わ

ない等、地域住民の日常生活に支障をきたしてい

る未改良路線について、改良舗装を行い過疎地域

の活性化を図っていきます。 
 
【主な事業内容】 
(1) 測量設計委託（３路線） 
　　 末吉管内…橋野・住吉線 
　　　　　　　 蔵之町・後迫線 
　　 財部管内…七村４号線 
 
 (2) 新設改良工事（1２路線） 
　　 末吉管内…蔵之町・後迫線 
　　　　　　　 栫井・岩南線 
　　　　　　　 蔵之町・五位塚線 
　　　　　　　 西高松・小鍋線 
　　　　　　　 橋野・住吉線 
　　 大隅管内…紺垣線 
　　　　　　　 土成・柳井谷線 
　　　　　　　 二重堀・北線 
　　　　　　　 馬場・河原線 
　　　　　　　 笠木・馬渡線 
　 　財部管内…大良線 
　　　　　　　 杢比野・八ヶ代線 

　 　　  

 

 
蔵之町・五位塚線

 

 
杢比野・八ヶ代線
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５　社会資本整備総合交付金事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，３２３万円

 東九州自動車道等幹線道路へのアクセス道路と

して重要な路線や県道と県道を結ぶ物流の重要路

線を、地域産業の基盤強化と生活環境の改善のた

め、改良拡幅及び舗装の性能向上を図ります。 
 
【主な事業内容】 
(1) 測量設計委託（１路線） 
    　 財部管内…正部・十文字線 
 
(２) 改良舗装工事(２路線) 
    　  大隅管内…持留線　月野工区 
      　財部管内…正部・十文字線　十文字工区

 
持留線

  

 
正部・十文字線

 ６　公共施設等適正管理推進事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，１１０万円

 主要市道の舗装や法面等で機能が低下した施設

の改修を実施し、施設の保全を実施することによ

り通行の安全と交通アクセスの円滑化を図りま

す。 

【主な事業内容】 

(1) 舗装等改修工事（５路線） 

    　  末吉管内…小倉・高松線 
　　　　　　　　深川・高見堂線 

大隅管内…平木・伊屋松線 
　　　　　　　　二重堀・川路山線 
      　財部管内…馬立・須賀線

 
小倉・高松線 

 
 
 
 
 
 
 

 
二重堀・川路山線
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 7　排水路整備事業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７，４５７万円

 市道の排水路整備は、道路の機能保持に不可欠

ななものであり、豪雨等により災害を起こす恐れ

のある道路側溝や流末排水路を整備し、道路の機

能強化を図ります。 
 

【主な事業内容】 
(1)測量設計委託（３路線） 

末吉管内…森田上線 
大隅管内…市芝・松山線 

志柄・牧線 
 

(2) 排水路工事（7 路線） 
末吉管内… 見帰・坂元線 

栫井・岩南線 
　　　　　　　　 寺園・今町線 
　　　　　　　　 森田上線 

大隅管内… 馬場・竹山線 
二重堀・川路山線 

財部管内… 片平１号線 

 

 
 

馬場・竹山線

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
森田上線

  ８　橋梁長寿命化修繕事業 ９，５１８万円

 老朽化及び損傷した橋梁の修繕・維持管理を計

画的に行い、車両や歩行者の安全な通行を確保

し、橋梁の長寿命化により維持管理や架け替えな

どのコストの縮減を図ります。 
 
【主な事業内容】 
(1) 橋梁修繕測量設計業務委託 
　　　財部管内…北俣・馬立線橋　板越第 2 橋 
　　　　　　　　下中野・炭山谷　炭山谷橋 
(２) 橋梁点検調査業務委託 
　　　市管理橋梁の点検調査(３０橋) 
 
(３) 橋梁修繕工事 
 　　  末吉管内…種子田橋 

財部管内…中間隧道（トンネル） 

　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種子田橋 
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 ９　交通安全施設整備事業 ３，４１１万円

 市道で見通しの悪い急カーブや交差点及び道路

外への転落等の恐れのある道路において、道路反

射鏡・ガードレール・外灯・区画線等の交通安全

施設を設置し歩行者及び通行車両の安全確保に努

めます。 
 
【主な事業内容】 

(1) 外灯・街路灯等の設置や管理 
(2) 交通安全施設設置工事 

　　　区画線、道路反射鏡、防護柵、外灯等

 

 
区画線：檍・富田線　 

  11 河川費（河川総務費、砂防費） ２，９００万円

 河川の維持工事を計画的に行います。また、県

営事業の砂防工事や急傾斜地崩壊対策事業の推進

と負担金を支出し、地域住民の生命財産の保護に

努めます。 
 
【主な事業内容】 
(１) 河川維持工事（２河川） 

大隅管内…新留川 
財部管内…後川 

(2) 県営事業負担金 
　　 急傾斜地崩壊対策事業（３地区） 
　　　　大隅管内･･･渡辺団地地区 
            財部管内･･･片平地区 
　　　　　　　　　  水ノ手地区 
　　 県単砂防施設整備事業負担金（２河川） 
　　　　末吉管内 ･･･村山川 
　　　　　　　　　  大淀川

 

 
 

後川寄須除去 

 

 

 
 

水ノ手地区 
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まちづくり推進課・産業振興課 

 

 

【住まい政策係】 

 
 

 

 １　住宅リフォーム促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１５１万円

 地域経済の活性化と快適な住環境の整備による定住促進を図るため、市民自ら居住する住宅

及び空き家のリフォーム工事費、家財等撤去の経費の一部を補助する事業を実施します。 
　但し、リフォームを行う業者は、市内業者に限ります。 
　【補助事業】 
  ・工事経費が２０万円以上 
  ・リフォーム対象工事費の１０％ 
  ・家財等撤去経費の５０％で最高７万円（空き家に限る）

 直通　本      庁  0986-76-8874 
大隅支所  099-482-5953 
財部支所  0986-72-0940

 ２ 危険廃屋解体撤去事業 ３，８００万円

 
市民の安心安全と住環境及び良好な景観づくりを推進するため、危険廃屋の取り壊し、撤

去、処分にかかる工事費の一部を補助する事業を実施します。 
但し、解体撤去を行う業者は、市内業者に限ります。 

【補助基準】 

・工事経費が 30 万円以上で対象工事費の 30％を補助 

・対象工事費が 30 万円以上 100 万円以下 補助限度額 30 万円 

 　　　　〃            100 万円超 200 万円以下 　   〃    35 万円 

 　　　　〃　　　　200 万円超     〃  40 万円

 ３ 空き家再生等推進事業 １１７万円

 
空き家等の実態を調査することにより空き家の利活用を図り、また危険廃屋等の撤去推進を

図ります。 
空家には次の種類があります 

①活用空き家 すぐに活用が可能な空き家 

②不明空き家　　　所有者等の活用意向が不明な空き家 

③事情空き家　　　さまざまな事情から、管理出来ない空き家 

④放置空き家 放置されているだけの空き家

 ４ 宅地関連等災害復旧事業 ５００万円

 
災害により被害を受けた宅地関連等の災害復旧を推進するため、災害復旧事業にかかる工事

費の一部を補助する事業です。 

 

【補助対象事業】 

・経費が 10 万円以上かかる復旧事業 

・土砂の流入により損壊した宅地等の補修や立木、倒木などの支障物の撤去 

・崩壊した法面の整形及び保護工事やブロック塀等、工作物の撤去及び修復 

【補助金額】 

・対象事業費の５０％で最高 100 万円
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【都市計画係】 

 

【住宅施設係・管理係】 

 
曽 於 市 営 ・ 特 公 賃 ・ 市 有 ・ 振 興 住 宅 管 理 戸 数 令 和 ８年 4 月 1 日 現 在 

 １　都市計画総務費 １，８０２万円

 少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、低炭素化の推進、防災・減災まちづくりの推進、

歴史文化資源を活かしたまちづくり等、都市を取り巻く社会環境の変化・ニーズに対応した持

続可能な都市づくりに努めます。 

【主な事業内容】 

（1）都市計画マスタープラン見直し業務委託

 ２　都市公園管理費 ５，７９７万円

 都市公園が安全で市民の憩い、コミュニティ活動の場として、その機能を十分に発揮できる

よう、既存ストックの有効活用を含む効果的・効率的な整備・維持管理に努めます。 

【主な事業内容】 

（1）公園施設修繕・清掃業務委託 

（2）公園遊具安全点検業務委託 

（3）公園施設長寿命化計画策定見直し委託 

（4）公園整備工事

 ３　特殊地下壕等対策事業 ５０万円

 　戦時中に築造された防空壕等の特殊地下壕のうち、陥没や崩落等の恐れがある危険な箇

所について、埋戻しその他必要な防災処理を行い、民生の安定と公共の福祉の確保に努め

ます。

 １ 住宅総務費 ７，８８１万円

 市が管理する住宅総数は 1,11４戸です。このうち川内団地など市営住宅が 876 戸、特定

公共賃貸住宅２戸、市有住宅は 91 戸、地域振興住宅は 14５戸を管理しています。 
住宅使用料を主な財源として、住宅の改修・修繕などの住宅管理を計画的に行っています。 
老朽化等により機能低下や継続管理の困難な住宅については、建替えや改善、用途廃止に伴

う解体工事などを計画的に進めます。 
住宅使用料は住みよい住宅環境を維持する為の大切な財源です。納期内に納めましょう。

 市営(戸) 特公賃(戸) 市有(戸) 振興住宅( 戸) 計(戸)

 末　吉 3 1 1 2 4 0 7 １ 4 2 ４

 大　隅 3 2 1 0 2 9 4 4 3 9 4

 財　部 2 4 4 0 2 2 3 0 2 9 6

 計 8 7 6 2 9 1 1 4 ５ 1 , 1 1 ４

  

 ２　ストック総合改善事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　　６，７１８万円

 　社会資本整備総合交付金を主な財源として、既設市営住宅について

計画的に改善を進めます。今年度は、令和５年度に改定した公営住宅

等長寿命化計画に基づき、川内団地の外壁落下防止等改善工事・設計

を計画しています。 

-64-



 

【住宅施設係】 

 

 

 ３　地域振興住宅建設事業               　　　　               　　　　　　　　  ７，５０６万円

   市の単独事業などに使われる過疎債を活用し、地域の要望等をふまえ

て、新規転入者の若者世帯が居住できる新たな住宅の建設により、地域

の活性化を推進するため地域振興住宅２戸の建設を計画しています。

 １ 住宅耐震改修等促進事業 ４２万円

 地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、下記の補

助を行っています。昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された、現に居住の用に供している又は

居住の用に供することが見込まれる２階建て以下かつ延べ面積 500 平方メートル以下の木造

造住宅、長屋又は共同住宅が対象となります。 

(1) 耐震診断補助 募集棟数 １棟 

耐震診断資格者による診断に要する経費を補助します。既に耐震診断を終えている場合

は対象外となります。また、1 棟につき 120,000 円を限度とします。 

(2) 耐震改修補助 募集棟数 １棟 

木造住宅耐震改修に要する経費を補助します。既に耐震改修を終えている場合は対象外

となります。また、1 棟につき 300,000 円を限度とします。

 2　がけ地近接等危険住宅移転事業 １，０３９万円

 がけに近接する危険住宅には、補助金を交付する制度があります 

移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅（購入も含みます）に要する

経費に対し補助金を交付する制度です。 
危険住宅とは、下記のような昭和 46 年 8 月 31 日以前に建築された住宅、又は県が指定した

土砂災害特別警戒区域内にある危険住宅です。 

 

 

（詳しくは本庁まちづくり推進課までお問い合わせください。）
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【建築係】 

 

【公民連携推進係】 
 １　公民連携推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　　４５６万円

 市では、行政と民間が参画し、多様な人材の集積や様々な民 
間投資を惹きつけ、都市の魅力を向上し持続可能なまちづくり 
をおこなうため、公民連携事業を進めています。 
　この事業を進めるため、まちづくりに関する事業について民 
間からの事業提案の募集を行っています。民間事業者への事業 
提案については、市営住宅建替事業の市営住宅建替・エリア開 
発事業をリードプロジェクトとして進めています。

 １ 狭あい道路整備等促進事業 １７１万円

 都市計画区域内における建築行為に係る狭あい道路(幅員４ｍ未満の道）の後退用地を寄附

していただき、市が後退用地の分筆測量及び登記費用の負担、並びに後退用地を整備すること

により、緊急車両の通行や災害避難等を円滑にするなど生活環境の向上を図ります。 

敷地が、狭あい道路(建築基準法第 42 条第 2 項道路)

に面している方で、次の予定がある場合は、本庁まちづ

くり推進課までご相談ください。 
 
　・建築の新築、増改築をする場合 
　・門や塀などを撤去する場合 
　・敷地前の道路を広げたいとお考えの場合など
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水道課・産業振興課 

 

【水道事業会計】 

 
【公共下水道事業会計】 

 　本市水道事業は、給水開始以来その事業の目的である安心安全な水を供給してきました。給水戸

数及び給水量はともに年々減少傾向にあるものの、今のところ順調に運営されています。 

　令和８年度は、業務予定量として給水戸数14,914戸、年間給水量3,189,348立方メートル、

１日平均給水量8,７３８立方メートルを予定しています。

 １　主な水道事業会計費用                                                            

 (1)　収益的支出　　　　　  　　　　　　　　　　 　　　　　　      ５億６，２８６万円 

いつでも水道を使用できるよう、各戸に水を送り届けるための維持管理に必要な修繕費、

動力費、人件費及び企業債利息償還のために支払う経費です。 

(2)　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　                     ５億３，１１５万円 
水道管路及び水道施設の整備、機器購入並びに企業債元金償還のために支払う費用です。

 ２　施設の主な整備計画                                                              

 本年度の主な施設整備工事は、上水道施設整備、配水管整備及び各施設維持管理であり、安心

安全な水をより安定的に供給し、住民サービスの向上を図ります。 

配水設備改良費 　　　 　　　　　　　　　　　　       　   　  ３億９，５００万円 

　　　　水道管工事（住吉地区配水管布設替え、八合原地区耐震化等）

 　住みよい快適な生活環境と大淀川の水質保全を目的として、公共下水道事業を進めてきました

。平成９年度から工事に着手し、平成２9年度で計画面積２００haへ変更認可を受けたところで

す。令和２年度からは公営企業会計を適用し、安定した経営を図り、施設の管理と下水道加入促

進に努めています。 

　令和８年度は、業務予定量として接続戸数1,884戸、年間排水量361,834立方メートル、1日 
平均排水量1,075立方メートルを予定しています。

 １　主な下水道事業会計費用                                                         

 (1)　収益的支出　　　　　  　　　　　　　　　　 　　　　　　      １億９，３６０万円 

　　　 各家庭から排水される水をきれいにするための維持管理に必要な修繕費、動力費、人件費

及び企業債利息償還のために支払う経費です。 

　(2)　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　                     ５億６，３４７万円 

　　　 下水道処理場や、管渠築造工事の施設を新設や改良する経費及び企業債の元金償還として

支払う経費です。 

 

 直通　本    庁  0986-76-8812 

大隅支所  099-482-5954 

財部支所  0986-72-0941
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【一般会計】 

 2　施設の主な整備計画

 本年度の主な建設改良費は、下水道浄化センターの処理能力不足及び施設の老朽化に対応す

るため、3系統目の増設工事を行い、今後維持管理が 

できるよう整備を行います。 

 　  

工事請負費 

下水道浄化センター増設改修事業 

　　　　　　　　　　４億円

 １　小規模水道事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４，１７４万円

 　水道事業以外の小規模水道において、安全で良質な飲料水の使用促進と市民の日常生活の改善

合理化を図り、併せて環境衛生の向上促進を推進します。 
(1)　飲料水水質検査補助金 　　                  　                  　 　   26万円 

飲料水の水質等検査にかかった検査料の２分の１以内で補助金を交付します。 

(2)　小規模水道施設整備費補助金                           　 　  　 　  　1,600万円 

小規模水道の施設整備にかかった経費の２分の１以内で補助金を交付します。 

(3)　家庭用飲用井戸等整備費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 15０万円 

家庭用飲用井戸のボーリング等工事にかかった経費の２分の１以内で50万円を限度に交

付し、20万円以上の修繕費に対して一律5万円で補助金を交付します。

 ２　浄化槽設置整備事業（個人設置型）　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７１１万円

 し尿及び生活排水を浄化して、自然環境の汚染を防ぎ、住みよい生活環境を目指します。 

　この事業は、公共下水道区域以外の市内全域が対象で、浄化槽を設置する方に補助金等を交付す

る事業です。 
(1)　浄化槽設置整備事業補助金                    　                  ２，９２８万円 

市内全域（公共下水道区域以外）　　1１２基 

・　補助基本額 

新築分　　　　　　　　　　　　　　　 転換分 

  5人 槽　　1基当たり   110,000円　　5人 槽　　1基当たり   332,000円 

  7人 槽　　1基当たり   138,000円　　7人 槽　　1基当たり   414,000円 

 10人槽    1基当たり   182,000円　　10人槽　　1基当たり   548,000円 

(2)　単独浄化槽及び汲取槽撤去費補助金    　　　　　　　71基       　 　　639万円 

       単独浄化槽及び汲取槽から合併浄化槽へ切り替えた際、単独浄化槽及び汲取槽撤去にかか

った費用に対して９万円を限度に補助金を交付します。 

(3)　単独浄化槽及び汲取槽転換に伴う配管補助金　　　　　71基　　　 　　 2,130万円 

単独浄化槽及び汲取槽から合併浄化槽へ切り替えた際、配管の布設替えにかかった費用に

対して30万円を限度に補助金を交付します。
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農業委員会事務局　 

 

 

【総務係・農地係】 

 

 農業委員の役割

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に義務づけられた行政委

員会です。「農業委員会等に関する法律」の改正により、公募制となり市長が議会の同意を得

て任命する農業委員 19 名（許認可等）と公募により農業委員会が委嘱する農地利用最適化推

進委員 19 名（現場活動等）が加わり 38 名で日常活動をしています。 

農業委員と農地利用最適化推進委員は、連携をしながら農業委員会の主たる業務である農地

の権利移動の許認可や農地パトロール、「貸したい」「借りたい」総点検活動、農業者年金業

務、担い手への農地集積、遊休農地の発生防止・解消、無断転用の発生防止・解消、新規参入

の促進、認定農業者の育成、農業に関する調査研究、農業者への情報提供、行政庁への政策提

言等を行っていきます。

 

 農業委員会の活動内容

 １ 優良農地の確保 ２ 農家への支援

 (1) 農地転用・権利移動の申請受理並びに知事 (1) 担い手農家や認定農家に対する農地のあ

 への進達 っせん活動

 (2) 無断転用防止・農地パトロールの実施 (2) 新規就農者に対する農地のあっせん活動

 (3) 荒廃農地の解消・農地の利用集積の促進 (3) 農業経営規模拡大事業の一部助成（貸し

 (4) 農地の利用状況調査、意向調査、再生利用 手・借り手に対する市の助成）

 が困難な農地の非農地判断 (4) 農地流動化の促進

 (5) 農家相談の開催、「貸したい」「借りたい」

総点検活動

(5) 家族経営協定の締結促進

 ３ 農政活動 ４ 農業者年金の加入促進

 (1) 認定農家や担い手農家と語る会の開催 

(2) 国・県・市に対する建議及び要望 

(3) 農政の調査研究 

(4) 地域計画話合い活動への参加

(1) ゆとりある老後の生活支援活動

 ５ 農地中間管理事業

 (1) 農地の貸し借りを支援

 １ 優良農地の確保対策及び庶務全般 　　　　　　　　　　　　　　　　　  ４，０１３万円

 【農地法に基づく諸手続き】 

○農地法第３条 

農地を売買したり贈与したり貸借するには、前もって申請書を農業委員会に提出して農業

委員会の許可を受けることが必要です。この許可により、名義変更の登記申請ができ、軽油

免税のための耕作証明も受けられます。 

 

○農地法第４条・第５条 

農地を耕作以外の目的で使うには、前もって県知事（４ヘクタールを超えるときは九州農

政局長への協議）の許可を受けなければなりません。 

申請書は、農業委員会を通じて県知事に提出し、許可までおよそ２ヶ月（農振除外はさら

に延びます。）を要します。 

法第４条は所有者自らの事業目的での転用について、法第５条は所有者以外の事業目的で

の転用について申請するものです。

 直通 0986-76-8818
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 【無断転用には厳しい罰則】 

許可を受けずに転用すれば、農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだ

　けでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わ 

ない場合は罰則が科せられます。 

 

【届出】 

２アールに満たない所有農地に畜舎や農機具倉庫などを建築する場合及び農地の形状変更 

（盛土等）をする場合には、用途変更届出が必要です。 

　　相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。 

これらの申請を受けて、許可書や標識を交付したり、各種証明事務を行ったりします。 

 

【利用状況調査・意向調査・非農地判断の実施】 

農地法により、毎年農地の利用状況調査を実施し、調査結果に基づき、再生可能な荒廃農 

地・再生利用が困難と見込まれる荒廃農地・耕作中に分類し、特に優良農地の中の荒廃農地 

に対しては指導等を実施し、荒廃農地の解消を推進します。　　 

　　再生可能な荒廃農地については、意向調査を実施後、鹿児島県地域振興公社（中間管理事

業）へ情報提供し、また再生利用が困難と見込まれる荒廃農地については、非農地判断をし

ます。

 ２　農家支援事業　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　 　　　　　 　 594万円

 　農業者の育成確保と農地の有効利用を図るため、委員による農地のあっせん活動のほか土地

利用型農業を目指した農地の取得又は借入による規模拡大を行った場合、一定の条件を満たす

農家に対し市の助成金があります。 

 ３　農政活動事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23万円

 　農政部会では、曽於市の農業振興と農家の地位向上に寄与するための調査研究を行い、農家

の意見を行政機関に建議・政策提案を行います。また、認定農業者の意見聴取や地域計画策定

に伴う話合い活動へ参加し、地域の実情の把握と検討を行い 

ます。 

【主な事業内容】 

(1) 認定農家と語る会を実施します。 

(2) 農業委員会だよりの発行を3月に実施します。 

(3) 賃借料や農作業別標準賃金表等の農業関係情報を 

作成し公表します。

 ４　農業者年金加入促進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　  　　25万円

 　農業をされている方の老後の生活のゆとりと安心のため、農業者年金の加入促進と年金受給

等の手続きを行っています。 

　加入の申し込み・相談は、農業委員会や農協で行っています。 

【農業者年金の内容】 

(1) 将来の年金受給に必要な原資を自分で積み立て、運用し受給額が決定します。 

(2) 国民年金の第１号被保険者で、60日以上農業に従事する60歳未満の方が加入できます。 

(3) 毎月の保険料は２万～６万7千円の間で自由に選択でき、増減も可能です。 

(4) 加入・受給中死亡でも80歳までの保証付きの終身保険です。 

(5) 保険料は全額社会保険料控除となります。 

(6) 意欲ある担い手に保険料助成（政策支援）があります。
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